
 

 

特定非営利活動法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 

定 款 

 

 

第１章 総 則 

 （名 称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人 世界の子供にワクチンを日本委員会という。 

 （事務所） 

第 ２条  この法人は、事務所を東京都千代田区に置 く。 

 （目  的 ） 

第 ３条  この法人の目的は、ワクチンが足 りないために命 を落としている発展途上国

の子どもたちの命を救 うために、広 く社会にワクチンの必要性を知らしめ、ワ

クチン確保に必要な資金を調達すると同時に、ボランティア活動への市民

の参加を促進することによって、グローバルな共 生社会の実現を目指すも

のである。 

 （特定非営利活動の種類 ） 

第 ４条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利

活動を行う。 

（１）  国際協力の活動  

（２）  子 どもの健全育成を図る活動  

（３）  保険、医療又は福祉の増進を図る活動  

 （事  業 ） 

第 ５条  この法人は、第 ３条 の目的 を達成するために、特定非営利活動にかかる

次の事業を行う。 

（１）  子 どもワクチンの確保 と感染症の完全予防を支援するための募金 ・供与

活動  

（２）  子 どもワクチンの確保 と感染 症の完全予防を支援するための情報の収

集及び普及活動  

（３）  子 どもワクチン支援に携わる国際的なボランティア活動の支援及び促進  

（４）  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業  

 

第 ２章  社  員  

第 ６条  この法人は、この法人の目 的に賛同 して入 会 した個人 をもって特定 非営

利活動促進法 （以下 「法 」という。）上の社員とする。 

 （入  会 ） 

第 ７条  この法人の社 員になろうとする者は、別 に定める入 会申込書を理 事長に

提出するものとする。 

   ２  理事長は、前項の申込者が、第 ３条に定めるこの法人の目的に賛同し第４

条から第 ５条に定める活動及び事業に協力できると認めたときは、正当な理

由がない限 り、入会を承諾するものとし、入会を認めない場合は、速やかに、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

 



 

 

 （社員の資格の喪失 ） 

第 ８条  社 員 が次の各号の一に該当するに至 ったときは、その条件の資格を喪失

する。 

（１）  退会届の提出をしたとき。 

（２）  本人が死亡したとき若しくは失そう宣告を受けたとき。 

（３）  除名されたとき。 

 （退  会 ） 

第 ９条  社員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。 

 （除  名 ） 

第 １０条  社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員の４分 ３以上の議決を

経て、これを除名することができる。 

（１）  定款に違反したとき。この法人の名誉を毀損 し、又はこの法人の設立の

趣旨に反する行為をしたとき。 

２ 前 項 の規定により社員 を除名 しようとする場合は、議決の前に当該社員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

第 ３章  役員及び事務局  

 （種別及び定数 ） 

第 １１条  この法人に、次の役員を置 く。 

（１）  理事  １０名以上１５名以内  

（２）  監事  １名以上  ３名以内  

２ 理事のうち、理事長１名、副理事長２名以内、常務理事１名とする。 

 （選  任 ） 

第 １２条  理事及び監事は、総会において社員のうちから選任する。 

２ 役 員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは３親等以内の

親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びその配偶者及び３親等以内

の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

３ 法第 ２０条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることがで

きない。 

４ 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選とする。 

５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねる事はできない。 

 （職  務 ） 

第 １３条  理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。 

２  副 理 事長は、理事長 を補佐 して業 務 を掌 握 、理 事長に事故あるとき又 は

理事長が欠けたときには、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その

職務を代行する。 

３  常 務理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務 を処理するとともに

事務局を指揮 ・監督する。 

４  理 事は、理事会 を構成 し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。 

 



 

 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）  理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２）  この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）  前 ２号の規定による監査の結果 、この法人の業務又は財産に関して不

正の行為又は法令若 しくは定款 に違反する重 大な事実があることを発

見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

（４）  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５）  理 事 の業 務 執行の状況又はこの法 人の財 産 の状況について、理事 に

意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 

 （任  期 ） 

第 １４条  役員の任期は２年 とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の

任期は、前任者または他の現存者の残存期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

３ 役 員 は、辞任又は任期満了の後においても、第 １１条第 １項に定める最小

の役員数を欠 く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

ばならない。 

 （解  任 ） 

第 １５条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員の４分の３以上の議

決によりこれを解任することができる。 

（１）  心身の故障により、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２）  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前 項 の規定により役員 を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 （報酬等 ） 

第 １６条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前 ２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 （事務局 ） 

第 １７条  この法人の事務を処理するために、事務局を置 く。 

２ 事務局には、所要の職員を置き、理事長がこれを任免する。 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

 

第 ４章  会  議  

 （種  類 ） 

第 １８条  この法人の会議は、総会及び理事会の２種類 とし、総会は、通常総会及

び臨時総会とする。 

 （構  成 ） 

第 １９条  総会は社員をもって構成する。 

２ 理事会は、理事をもって構成する。 

 

 



 

 

 （権  能 ） 

第 ２０条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）  事業計画及び収支予算の決定並びにその変更の承認  

（２）  事業報告及び収支決算の承認  

（３）  役員の選任又は解任、職務及び報酬  

（４）  定款の変更  

（５）  合併  

（６）  解散  

（７）  解散した場合の残余財産の処分  

（８）  その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項  

２ 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）  事業計画及び収支予算の作成ならびにその変更  

（２）  総会に付すべき事項  

（３）  その他、この法人の運営に関する必要な事項  

 （開  催 ） 

第 ２１条  通常総会は、毎年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）  理事会が必要と認め、招集の請求があったとき。 

（２）  社 員の５分の１以上又は監事から、会議の目的たる事項を示 して請求

があったとき。 

（３）  第 １３条第５項第４号の規定により、監事が招集するとき。 

３ 理事会は、次の事項の一に該当する場合に開催する。 

（１）  事長が必要と認めたとき。 

（２）   理 事の定数の３分の１以上から、会議の目的たる事項を記載した書面

をもって招集請求があったとき。 

（３）  第 １３条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 （招  集 ） 

第 ２２条  総 会及び理事会は、前条 第 ２項第 ３号 の場合 を除 き、理事長が招集す

る。 

２  理 事長は、前条第 ２項第 ２号 の請求があったときは、その請求の日から３０

日以内に臨時総会を、同条第 ３項第 ２号及び第 ３号の請求があったときは、

その請求があった日から１４日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するには、社員に対 し、会議の目的たる事項及びその内容並び

に日時及び場所を示 して、開催日の２週間前までに招集通知を発 しなけれ

ばならない。 

４ 理事会を招集するには、理事に対 して、会議の目的たる事項及びその内容

並びに日時場所を示 して、開催日の１週間までに招集通知を発 しなければな

らない。 

 （議  長 ） 

第 ２３条  総会の議長は、その総会において出席した社員のうちから選任する。 

２ 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 



 

 

 （定足数 ） 

第 ２４条  会 議は、その会議を構成する社員又は理事の定数の過半数の出席がな

ければ開会することができない。 

 （議  決 ） 

第 ２５条  総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席 した社員の過半数

の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。 

２ 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 

３ 総会又は理事会の議決について、特別の利害関係を有する社員又は理事

は、その議決に加わることができない。 

 （書面による議決 ） 

第 ２６条  理 事長は、簡易な事項または急 を要する事項については、理事が書面ま

たはファックスにより賛否 を示すことにより、理事 会の議決に代えることがで

きる。 

 （表決権等 ） 

第 ２７条  各社員及び理事の表決権は、平等なものとする。 

２ やむを得ない理由のため会議に出席できない社員又は理事は、あらかじめ 

通 知 された事項について、書面 をもって表決 し、又 は他の社員若 しくは他 の

理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表

決又は表決委任者は、その会議に出席したものとみなす。 

 （総会の議事録 ） 

第 ２８条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

（１）  日時及び場所  

（２）  社 員 総数 及び出 席者数 （書 面表 決者又は表決委任者がある場合に

あっては、その数を付記すること。） 

（３）  審議事項  

（４）  議事の経過の概要及び議決の結果  

（５）  議事録署名人の選任に関する事項  

２  議 事録 には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 ２名が、記

名押印又は署名しなければならない。 

 （理事会の議事録 ） 

第 ２９条  理 事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければ

ならない。 

（１）  日時及び場所  

（２）  理 事 総 数 、出 席 者数及 び出席者氏名 （書 面 表決者にあっては、その

旨を付記すること。） 

（３）  審議事項  

（４）  議事の経過の概要及び議決の結果  

（５）  議事録署名人の選任に関する事項  

２ 議 事録 には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 ２名以

上が記名押印又は署名しなければならない。 

 



 

 

第５章  資産及び会計  

 （資産の構成 ） 

第 ３０条  この法人の資産は、次の掲げるものをもって構成する。 

（１）  設立当初の財産目録に記載された資産  

（２）  寄付金品  

（３）  資産から生じる収入  

（４）  事業に伴う収入  

（５）  その他の収入  

 （資産の区分 ） 

第 ３１条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る資産とする。 

 （資産の管理 ） 

第 ３２条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決による。 

 （会計の原則 ） 

第 ３３条  この法人の会計は、法第 ２７条に掲げる原則に従 って行わなければならな

い。 

 （会計区分 ） 

第 ３４条  この法人の会計は、次のとおりとする。 

（１）  特定非営利活動に係る事業会計  

 （事業年度 ） 

第 ３５条  この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり１２月 ３１日に終わる。 

 （事業計画及び予算 ） 

第 ３６条  この法人の事業計画及びこれに従 う収支予算は、理事長が作成し、総会

の議決を得なければならない。 

 （事業報告及び決算 ） 

第 ３７条  この法人の事業報告書 、収支 計算書 、貸借 対照表及び財産目録等の

決算に関する書類は、事業 年度終了後 ３ヶ月以内に理事長が作成 し、

監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

３ 前項の監事の監査を経た事業報告書 、収支計算書 、財産目録及び貸借

対照表は、役員名簿 、役員のうち前年に報酬 を受けた者の名簿 、社員のう

ち１０名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後 ３ヶ月以内に所轄庁に

提出しなければならない。 

 

第 ６章  定款の変更、解散等  

 （定款の変更 ） 

第 ３８条  この定款は、総会において社員の３分の２以上の同意を得 、かつ所轄庁の

認証 （法第 ２５条第 ６項に規定する『軽微な事項に係る定款の変更 』は除

く）を得ることにより変更することができる。 

 

 

 

 



 

 

 （解  散 ） 

第 ３９条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）  総会の決議  

（２）  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  

（３）  社員の欠亡  

（４）  合併  

（５）  破産手続開始の決定  

（６）  所轄庁による認証の取消し 

２ 前 項第 １号の事由により解散する場合は、社員の４分の３以上の同意を得

なければならない。 

３ 第 １項第 ２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら

ない。 

４ この法人が解散したとき（合併の場合を除 く）は、理事が清算人となる。 

 （残余財産の帰属 ） 

第 ４０条  この法人が解散 （合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く）したと

きに残存する財産は、総会の議決により選定 した国又は地方公共団体に

譲渡するものとする。 

 （合  併 ） 

第 ４１条  この法人が合併 しようとするときは、社員の４分 の３以上の同意を得 、かつ、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 （公告の方法 ） 

第 ４２条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載す

る。 

 （実施規則 ） 

第 ４３条  この定款の施行について必要な事項は、理 事 会の議決を経て理 事長 が

別に定める。 



 

 

附則 

 

１． この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２． この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする。 

３． この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定に関わらず、この法人の設立

の日から平成16年3月31日までとする。 

４． この法人の設立当初の事業年度は、第33条にかかわらず、この法人の設立の日から平成

14年12月31日までとする 

５． この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定に関わらず、設立総会

の定めるところによる。 

 

 

別表 

設立当初の役員 

役職名 氏名 

理事長 細川佳代子 

副理事長 東郷良尚 

副理事長 河島章一 

常務理事 北村智津子 

理事 寺尾睦男 

同 蒲島郁夫 

同 吉田里江 

同 曾我成彦 

同 三宅菊枝 

同 曽田園子 

同 高橋豊子 

同 多田東吾 

監事 大島倫明 

同 斉藤紀子 

同 小澤正己 

 


